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1アジェンダ

1.光サービス卸の検証結果及び情報開示について

2.ひかり電話ネクスト卸の卸役務としての扱いについて
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年度コスト 年度収入 年度需要

N+1

1-1 はじめに（一般的な卸料金と接続料の算定方法）

一般的な小売料金・卸料金 接続料(実際原価方式)

累計総コスト 累計総収入 累計需要

投資回収時の
累計コスト÷累計需要

（サービス開始時に推定）

• サービス開始時は、事業者が設定する投資回収期間の中での
想定累計コストを想定累計需要で回収可能な単価設定を行う

• 需要・コストが想定と乖離する場合、投資未回収リスクあり

• 一定期間経過後は、実コスト・需要との比較や市場環境も踏まえ
単価見直し 各年度の実際のコストと

需要に基づき料金算定
※調整額により、収入-コスト差
がある場合は別途調整

• 当該年度における実コスト及び実需要から算定

• NTT東西殿と接続事業者の双方で投資リスクを負担

一般的には、卸料金（小売料金）と接続料では
算定方法や投資回収リスクの観点において相違あり

適宜
単価見直し

N年度
単金

N+2
サービス
開始

N年度
（投資回収年）

【初年度からの累計グラフ】 【年度別グラフ】
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31-2 光サービス卸の卸役務としての特殊性

一方で、光サービス卸は、NTT東西殿に価格支配力や市場価格の決定力があり、
かつ接続との代替性が不十分であることから、一般的な卸とは異なる

したがって、卸料金の透明性や適正性が一層求められる

FY20から計4回、NTT東西殿による
自己検証が行われているものの、
後述のとおり説明が不十分であり
卸料金の妥当性は不明な状況

※接続料の算定等に関する研究会（第79回）事務局資料
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41-3 光サービス卸およびフレッツ光の契約数

(単位：千契約)

2015年2月より光サービス卸の提供開始

光サービス卸の開始前からフレッツ光サービスの2,000万弱の実需要があったことや、
光サービス卸の開始からすでに9年経過していることから、

FTTH設備にかかる初期投資回収リスクはすでに解消されている認識
(光サービス卸特有の初期投資もあるが、金額規模は限定的かつ短期で回収済みと想定）
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2001年8月よりフレッツ光の本格提供開始

光サービス卸

フレッツ光

※NTT東西殿ウェブサイト内のサービス概況等のデータを参照
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51-4 NTT東西殿のFTTH事業における累計の事業収支

営業収益
(累計)

営業費用
(累計)

営業収益
(累計)

営業費用
(累計)

(単位：十億円) (単位：十億円)

【NTT東日本殿】
FTTH事業の累計営業収入・営業費用推移

【NTT西日本殿】
FTTH事業の累計営業収入・営業費用推移

NTT東西殿がFTTH事業収支を開示しているFY09～FY22においては、
14年累計でNTT東日本殿は約+1.3兆円、NTT西日本度は約+0.5兆円の利益確保

※NTT東西殿の指定電気通信役務損益明細表上のFTTHアクセスサービスの値を参照

累計営業収益＞累計営業費用 累計営業収益＞累計営業費用
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+0.5兆円
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61-5 光サービス卸に係る現状の課題

光サービス卸の特殊性を踏まえると以下の点が課題

課題① 営業費用（接続料原価+その他営業費用）との価格連動性が見られないこと

課題② コスト構造に差分があるにも関わらず、NTT東西殿で同一の卸料金であること

課題③ 原価の過半を占める接続料の改定時期と同期が取れていないこと



© 2024 SoftBank Corp.

71-6 【課題①】営業費用との連動性（接続料相当額）

投資リスク有

回線単価

回線数

接続料相当額

卸料金

投資回収前の設定単価
（接続料との連動性は低い）

回線単位で利益確保（現状の光サービス卸）

投資回収後の設定単価
（一定程度接続料との連動性が求められる）

投資回収に
必要な回線数

卸料金を値下げし
1回線あたりの粗利が減っても

回線数が増えれば十分に
利益が得られる

光サービス卸の特殊性（市場独占的かつ接続代替性不十分）や
既に初期投資を回収し利益拡大している状況を踏まえると、

卸料金は原価（接続料相当額）と一定程度連動した見直しを実施し、市場へ還元すべき
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81-7 【課題①】卸料金と接続料相当額の経年推移

＜戸建＞ ＜集合＞

赤枠構成員限り

※NTT東西殿のその他検証における卸料金と接続料相当額の差額の占める割合をもとにFY19、FY20の接続料相当額を推計し、FY17~22の接続料相当額は時系列検証における
接続料相当額の逓減率を参考に推計。FY15,16,23は主端末回線(シェアドアクセス回線)の接続料増減率をもとに推計

卸料金と接続料相当額の差は拡大傾向
原価低減が卸料金に十分反映されていないため、実コストに連動した料金設定をすべき
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91-8 【課題①】営業費用との連動性（その他営業費用）

NTT東西殿報告概要に記載の費用項目（①光サービス卸の運営に係るコスト②光サービス卸の卸先事業者の

支援に係るコスト）はいずれもサービス開始当初から発生し、大幅な費用増とはならない認識
差額費用規模や上昇の状況、およびその妥当性を総務省殿においても確認・検証すべき

左記の項目はサービス開始当初から
発生している費用であり、
大幅な費用増となる項目とは考えづらい

※接続料の算定等に関する研究会（第79回）事務局資料
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2,510 
2,395 2,389 2,333 2,310 

2,127 2,200 
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【参考】NTT東西殿FTTH事業における回線毎営業費用推移

(単位：円/月/1回線当たり)

光サービス卸開始以後は卸先事業者による顧客獲得にシフトし、
NTT東西殿の営業費用（接続料+その他営業費）は大幅に減少

同様に光サービス卸における接続料以外の「その他営業費等」も減少かつ実額も微小と
想定されることから、情報開示が不可欠

【NTT東日本殿】
FTTH事業の回線毎営業費用推移

【NTT西日本殿】
FTTH事業の回線毎営業費用推移

※NTT東西殿の指定電気通信役務損益明細表のFTTHアクセスサービスにおける営業費用を契約数（前年度末と当年度末の契約数の中間値）で除した値をもとに作成

2015年2月より光サービス卸開始2015年2月より光サービス卸開始

▲1,231円(▲35.9%)
▲1,530円(▲38.6%)

(単位：円/月/1回線当たり)
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111-9 【課題②】 卸料金がNTT東西殿で同一料金であること 赤枠構成員限り

戸建卸料金・コストの推移(NTT東日本殿)

※NTT東西殿のその他検証における卸料金と接続料相当額の差額の占める割合をもとにFY19、FY20のコストを推計し、
他年度のコストは時系列検証における接続料相当額の逓減率を参考に推計

NTT東西殿でコスト構造が異なっていることや、
NTT東西殿再編成時における本来目的(ヤードスティック競争あるいは直接競争による

ボトルネック独占力行使の防止)の観点からも、それぞれの原価に基づいた別料金とすべき

戸建卸料金・コストの推移(NTT西日本殿)
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121-10 【課題③】 卸料金改定時期

改定時期も接続料改定と同期が取れていないため、
原価の過半を占める接続料の改定に合わせ、年度頭に料金改定をすべき

（卸料金改定が1ヶ月遅れる毎に卸先事業者は約17億円負担増（改定額▲100円の場合））

（円/月）
9月卸料金改定

（▲100円/月）

項目 値下額

卸料金（東西） ▲100円/月

項目 2023年3月時点

回線数（東西） 16,809千契約

×

約17億円 / 月
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131-11 当社からの追加質問要望に対するNTT東西殿の説明状況

当研究会第7次報告書
意見募集における当社意見

NTT東西殿の説明
(FVNO委員会においても以下と同様の説明あり)

卸料金と接続料相当額との差額
の割合がNTT東西で異なる一
方で、卸料金が同水準であること

【接続料の算定等に関する研究会第7次報告書における記載】
①光サービス卸開始当初から全国均一のスペックで提供しており、効用は同一であること、
②卸先事業者の声を踏まえて、卸料金は卸先事業者が中長期的に織り込むベースであ
ると考えていることから、卸料金を同一としている一方で、短期的には市場環境に応じて卸
先事業者が機動的に活用できる販売奨励金等を設定している

接続料改定と同時期に卸料金の
見直しが行われないこと
(接続と卸の連動性がないこと)

【接続料の算定等に関する研究会(第79回) 事務局資料(NTT東西殿卸検証結果)】
光サービス卸は、次の考え方を前提としたビジネスモデルとなっているため、接続料とは異なり、
単年度のコスト変動に応じてリニアに料金を連動させる性質のものではないこと
✓自ら設備を設置する卸元事業者（ＮＴＴ東日本・西日本）は、サービス提供開始当
初から将来の需要を見越した設備等への投資を行い、中長期の需要でその投資が
回収可能となること

✓現在および今後の需要動向や市場環境等の変化に対応するため、初期投資を回収し
ていない段階においても断続的に追加投資が発生すること

（光サービス卸による提供形態は、需要の多寡にかかわらず一定の利益率が確保可能なビ
ジネスモデルであり、初期の設備投資リスクを伴う自己設置や相互接続とはリスクとリター
ンの構造が異なる。仮に卸料金を接続料相当額にリニアに連動させた場合、光サービス卸
のみが優遇されることとなるため、自己設置・相互接続・光サービス卸の間の公正な競争を
歪めるおそれがある。）

✓NTT東西殿でコスト構造が異なって
いることや、NTT東西殿再編成時に
おける本来目的の観点からも、それぞ
れの原価に基づいた別料金とすべき

✓NTT東西殿でコスト構造が異なる中
で、料金を均一化することやその方法
の妥当性を確認すべき

NTT東西殿からの追加説明はあるものの、下記の事項については継続して詳細な説明を要望
また、NTT東西殿の卸検証報告時においてもその妥当性をより深掘りの上確認・議論すべき

✓光サービス卸の特殊性（市場独占
的かつ接続代替性不十分）も踏ま
え、より実コストに連動した料金設定
をすべき

✓卸料金と接続料相当額の差額部分
の内容及びその増額分の妥当性を
確認すべき

✓既に十分な実需要があり投資回収
はされている認識
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141-12 特定卸電気通信役務の情報開示義務の対応状況

接続料相当額指数のみでは卸料金の妥当性が判断できないため、
複数年度の接続料相当額の推移を踏まえた卸料金への影響について説明すべき

光サービス卸料金は単年度のコスト
変動に応じてリニアに変動しないため、
接続料相当額指数情報では卸料金
の妥当性が判断できない

赤枠構成員限り

※一般社団法人テレコムサービス協会 FVNO委員会におけるNTT東西殿説明資料
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15アジェンダ

1.光サービス卸の検証結果及び情報開示について

2.ひかり電話ネクスト卸の卸役務としての扱いについて



© 2024 SoftBank Corp.

162-1 特定卸役務の範囲に関する経緯

当研究会（第7次報告書：令和5年9月）において、
「双方向番号ポータビリティが可能となった場合は、

光IP電話を特定卸役務の範囲から除くことが適当」と整理

※出典：総務省「接続料の算定等に関する研究会 第七次報告書」 https://www.soumu.go.jp/main_content/000899570.pdf

2025年1月
双方向番号ポータビリティ開始

双方向番号ポータビリティ開始前 双方向番号ポータビリティ開始後

特に法人利用者において固定電話番号を変
更したくないという需要があるとの卸先事業者
の意見を踏まえると、事業者間の競争関係に
与える影響が少ないとは言えず、特定卸役務
の範囲に含めることが適当

第一種指定設備との接続(※)により（又は第
一種指定設備との接続により光ＩＰ電話を
提供する事業者から卸役務の提供を受けるこ
とにより）光IP電話の提供が可能であること
も鑑みると、双方向番号ポータビリティが可能
となった場合は、光IP電話を特定卸役務の範
囲から除くことが適当

(※)NGNの優先パケット転送機能等を利用することにより、光サービス卸に
よりFTTHアクセスサービスを提供されている利用者向けにも、他の事業者
が光IP電話を提供することが可能。
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172-2 メタル回線廃止後の0ABJ音声単独サービス

※1出典：総務省「電気通信サービスの契約数及びシェアに関する四半期データの公表令和5年度第1四半期(6月末)」
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban04_02000230.html

2035年メタル廃止後

「ひかり電話
ネクスト卸」
光0ABJ

「おうちのでんわ」
モバイル0ABJ

接続
QoSによる
光0ABJ

音声単体0ABJ音声単体0ABJ
データ重畳

0ABJ

おとくライン

• ：大・中規模音声単体

• ：小規模音声単体

加入電話/おとくライン
1,400万

メタル回線による0ABJ音声単独市場は現在においても1,400万契約※1存在し、
電話のみ（データサービスは不要）とする利用者ニーズは依然高い

一方現状においては、メタル回線廃止後ひかり電話ネクスト卸に代替する
小規模法人向けの0ABJ音声単体サービス（接続や他サービス）が存在しない

コンシューマ
向け

接続
光0ABJ

(シングルスター)

小規模法人
向け

(INS-BRIからの移行)

データとセット
提供

接続
光0ABJ
(シェアド)

コンシューマ
向け

大規模法人
向け

サービス
代替性なし(P18)

接続
代替性なし(P19)

SB移行先候補

小規模向け
ではない

赤枠構成員限り

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban04_02000230.html
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182-3 ひかり電話ネクスト卸と他サービスとの代替性（モバイル0ABJ電話）

0ABJ音声単独サービス
法人利用ユーザのニーズ

安定的品質同時接続
(チャネル数)

ブロードバンド不要

モバイル0ABJは複数チャネル提供不可（1ch/回線のみ）
また提供地域の制約等もあり、法人向け代替サービスにはなり得ない

ひかり電話ネクスト
（光0ABJ音声単体)

おうちのでんわ
(モバイル0ABJ)

提供形態 利用回線 光回線 無線

複数チャネル 〇 ×

法人/コンシューマ 法人/コンシューマ コンシューマ

提供に関する
制限

• 特段なし

• 不感地帯提供不可 (ビルの上
層階/地下等)

• 無線によるカバーエリア、品質
劣化の可能性

• 1回線複数チャネル希望利用者
には適合しない
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☏

局内SP,OSU

収容
ルータ

GW
ルータ

他事業者
電話網

☏ 💻

終端装置

局内SP,OSU

収容
ルータ

GW
ルータ

他事業者
電話網

終端装置

VNE事業者

インターネット

ひかり電話ネクストユーザ フレッツ光ユーザ

◎POI ◎

☏

分岐端末回線

主端末回線

局外SP

他事業者
電話網

終端装置

他事業者電話ユーザ

◎
局内SP,OSU

収容
ル－タ

電話
電話(QoS)

電話

ひかり電話ネクスト NGN QoS シェアドアクセス方式

NGNQoSは電話単体でのサービス提供不可（ブロードバンド上での提供前提）であること、
またシェアドアクセス方式は収容率の課題がありNTT東西殿との価格競争が出来ないことから、

0ABJ音声単独サービスの接続による代替は困難

QoSは電話単体での
サービス提供ができな
い（ブロードバンド上
での提供が前提）

シェアドでは
収容率が低く
価格競争ができない

2-4 ひかり電話ネクストにおける接続代替性

POI

POI

NGN NGN

NTTビル NTTビル NTTビル
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202-5 ひかり電話ネクストに関する当社要望

• 特定卸役務としての提供が必須
• 接続料相当額指数（下図）ではなく、卸役務の料金設定と同一単位での接続料相当額開示が必須

特定卸
電気通信役務

指定設備卸役務の
卸料金の検証の

運用に関する
ガイドライン

• 「指定設備卸役務の卸料金の検証の運用に関するガイドライン」の検証対象とすることを要望
① 接続による代替が実質的に不可能であることから、卸役務が適正かつ公平に提供されること

が公正競争上極めて重要
② メタル設備の2035年廃止に向け、メタル回線(0ABJ音声単独市場) が一斉に光回線等

へ移行する業界としても特別な時期であり、スムーズな移行を実現するためにも不当な競争
は事前に排除し、競争事業者も十分に検討/競争できる環境が必要

双方向番号ポータビリティ開始後も、ひかり電話ネクスト卸は競争上・代替性不可の観点上
引き続き極めて重要な卸サービス

※一般社団法人テレコムサービス協会
FVNO委員会におけるNTT東西殿説
明資料

赤枠構成員限り
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